
 

 

 

 

 

令和７年１月２１日 

武 雄 河 川 事 務 所  

 

「六角川流域水害対策計画(素案)」に対する 
ご意見をお聞かせください 

 

令和５年３月に六角川水系六角川上流域(計３３河川)を九州で初となる特定

都市河川及び特定都市河川流域に指定しました。その後、令和５年６月にあらゆ

る関係者の協働による水害対策について検討するため、「六角川流域水害対策協

議会」を設立し、当該流域の浸水被害軽減に向けた対策について、地元住民との

意見交換及び関係機関からなるワーキンググループ等で議論を重ねてきました。 

今般、六角川流域水害対策協議会における協議を経て、「六角川流域水害対策

計画(素案)」を作成したことから、地域の皆様の声を反映し、さらに地域に寄り

添った計画とするため、素案に対する皆様からのご意見を募集します。 

 ※特定都市河川指定につきましては、以下のアドレスよりご覧ください。 

  https://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/tokuteitoshikasen/index.html（武雄河川事務所 HP） 
  https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00395800/index.html（佐賀県 HP） 

１．ご意見の募集期間：令和７年１月２１日（火）～令和７年２月２１日（金） 

２．資料の縦覧等    ：https://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/tokuteitoshikasen/rokkaku-public-comment.html  

※詳細は別紙２のとおり  

３．ご意見の提出方法 

  各閲覧場所での意見箱への投函、郵送、FAX、メールにてご意見を募集します。 

  郵送先：〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和 745 流域治水課宛 

  F A X：0954-23-5193 

  メール：qsr-takeo@ki.mlit.go.jp 

【添付資料】 

 別紙１六角川における特定都市河川指定に係るこれまでの取組及び今後の予定 

 別紙２「六角川流域水害対策計画(素案)」の縦覧等について 

 別紙３「六角川流域水害対策計画(素案)」の概要 

【問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所  電話：０９５４－２３－７９３３ 

副  所  長  吉田
よしだ

 知之
ともゆき

 (内線 204) 

               流 域 治 水 課 長  片渕
かたふち

 公淑
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 (内線 351)  

佐賀県同時発表 

https://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/tokuteitoshikasen/index.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00395800/index.html


椛島橋
（下流端）

河道等の整備のみでは早期の浸水被害解消が困難であり、
特定都市河川の指定により、「流域治水」を本格的に実践

河川区間：六角川水系六角川等の計33河川
流域面積：約99km2（流域内市町村：武雄市・嬉野市）

六角川(椛島橋より上流)

特定都市河川の指定

R5.3.28指定

• 六角川では、R3.8豪雨等により武雄市など
沿川地域で甚大な浸水被害が発生

• 六角川は低平地を緩流する蛇行河川であり、
約６ｍの干満差による潮位変動を受け、
洪水時の排水が困難

河川対策を進めても、流域全体で

床上浸水が約500戸残る

かばしまばし

特定都市河川の指定区域

○ 六角川水系においては、武雄市、嬉野市に係る上流区間を対象として、令和5年3月28日に特定都市河川に指定し、国、県、

市が連携して、令和６年度内の「流域水害対策計画」策定に向けて調整を進めている。

これまでの取組と今後の予定

六角川における特定都市河川指定に係るこれまでの取組と今後の予定

第１回 六角川流域水害対策協議会
～流域水害対策計画の基本方針の確認～

・第１回～３回六角川流域水害対策協議会ワーキンググループ
・地区代表者等との意見交換
・重点整備地区（橘地区、朝日地区、北方地区）、対策方針の検討

第２回 六角川流域水害対策協議会
～流域水害対策計画骨子（案）の確認（重点整備地区の設定等）～

・地区代表者等への骨子案説明
・重点整備地区における対策メニューの検討
・対策ケースごとの効果量の整理

重点整備地区の代表者等との意見交換
～まちづくりと治水に関する議論～

・地区代表者等との意見交換を踏まえた対策メニュー検討
・対策ケースごとの効果量の整理
・第４回六角川流域水害対策協議会ワーキンググループ
・流域水害対策計画（素案）の確認

第３回 六角川流域水害対策協議会
～流域水害対策計画（素案）の確認（各機関の取組内容等を計画に位置づけ）～

・素案に対するパブリックコメント、学識者への意見聴取等

第４回 六角川流域水害対策協議会
～流域水害対策計画（案）の公表（パブリックコメントの計画への反映）～

六角川流域水害対策計画策定（令和６年度内予定）

別紙１

浸水深（m）
約4,400ha浸水面積
約2,250戸浸水戸数
約500戸うち

床上浸水

【現在】



No. 場 所 No. 場 所 No. 場 所

1
国土交通省
武雄河川事務所

5 武雄市役所１階 9
武雄市
北方公民館

2
武雄河川事務所
朝日出張所

6
武雄市
武雄公民館

10
武雄市
東川登公民館

3 佐賀県庁１階 7
武雄市
橘公民館

11
武雄市
西川登公民館

4
佐賀県
杵藤土木事務所

8
武雄市
朝日公民館

素案の縦覧・意⾒箱の備え付け場所

六角川流域水害対策計画(素案)についてご意見を募集します。

○六角川流域水害対策計画(素案)の詳細な内容については、右表
の11箇所に備え付けのファイル及び武雄河川事務所のホーム
ページをご覧下さい。
⇒https://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/site_files/file/tokuteitoshikasen/rokkakuriver-suigaitaisakuplan-

publiccoment/rokkaku-river-suigaitaisakuplan-public-comment.pdf

○同じ場所に意見箱を備え付けおりますので、ご意見は、
最寄りの意見箱へご投函下さい。

○武雄河川事務所のホームページからもご意見を募集しています。
⇒https://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/tokuteitoshikasen/rokkaku-public-comment.html

意見箱等によるご意見募集と併せて、以下のとおり、
武雄市の治水シンポジウムにて、流域水害対策計画
の内容について説明いたします。

ご意見募集期間：令和7年2月21日（金）まで

別紙２

六角川特定都市河川流域において、今後概ね20年間で令和3年8月のような大雨に対しても、
床上浸水を防止するための取組等を記載した「六角川流域水害対策計画(素案)」を作成しましたので、
地域の皆様からのご意見をお聞かせ下さい。

URL⇒https://youtube.com/live/XCh2XDXvLg8

シンポジウムの様子は以下にて動画配信
されますので、是非ご視聴下さい

QRコード⇒



六角川流域水害対策計画(素案)について 別紙３

：特定都市河川（国管理区間）
：特定都市河川（県管理区間）
：特定都市河川流域
：行政界

■六角川特定都市河川及び流域 ■計画に基づく対策の効果

◆浸水被害防止区域の指定の検討

◆貯留機能保全区域の指定の検討

◆家屋嵩上げ・移転等居住対策の支援 等

◆河川整備

・六角川洪水調整池整備（六角川(武雄市)）

・遊水地整備（武雄川、甘久川、馬神川(いずれも武雄市)）

・堤防整備（高橋川、中野川、焼米入江(いずれも武雄市)

・河道拡幅（武雄川、甘久川、川添川、馬神川(いずれも武雄市)）等

◆流域対策
・雨水貯留浸透施設整備
・ため池及び利水ダムの活用
・水田貯留 等

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策
（ハザードへの対策）

◆内水監視カメラ、浸水センサー等の設置

◆防災教育や防災知識の普及に関する取組

◆水災害リスク情報の充実

◆防災アプリによるリアルタイム情報の提供 等

浸水被害被害防止区域における
居住誘導・住まいづくりの工夫のイメージ

②被害対象を減少させるための対策
（暴露への対応）

③被害の軽減、早期復旧、復興の

ための対策（脆弱性への対応）

ろっかくがわ

六角川流域図

かばしまばし

◆計画対象降雨：令和３年８月降雨
◆対策メニュー：河川整備（遊水地、堤防整備等）、流域対策（雨水貯留、家屋嵩上げ等）

※下線は河川整備計画変更を想定した新たな整備メニュー

特定都市河川流域内における浸水面積と浸水戸数の変動

たけおし

あまぐがわ まがみがわ

たかはしがわ なかのがわ やきごめいりえ

かわぞえがわ

防災アプリによるリアルタイム情報の提供 シンポジウムによる防災意識の啓発

たけおがわ
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R3.8被災時点 激特後 流域⽔害対策計画後

解消※

※家屋嵩上げによる効果を見込む

○令和５年３月に六角川水系六角川上流域(計33河川)を九州地方で初となる特定都市河川に指定(下流端:椛島橋)
○令和５年６月に国、県、流域自治体等で構成される「六角川流域水害対策協議会」を設立
○今回のパブリックコメント等を反映したうえで、令和６年度内に六角川流域水害対策計画を策定予定
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